
 

 

 

 

 

多目的トイレ(バリアフリートイレ)の設置について 

本校では、児童一人一人が安心して学校生活を送ることができる環境づくりの

一環として、多目的トイレを管理棟 1階の「なかよしホール」の室内に設置いた

しましたのでお知らせいたします。 

多目的トイレは、車いすを利用している児童や、付き添いが必要な児童、排せ

つや着替えに配慮が必要な児童など、さまざまな事情を抱える児童や来校者が、

安心して利用できるように整備したものです。 

利用にあたっては、児童が互いのプライバシーと多様な状況を尊重し合うこと

を大切にしながら、適切に運用してまいります。また、学級活動等を通して、す

べての児童が「困っている人が安心して使えるトイレ」であることを理解できる

よう、指導していきます。 

・ みんなが使えるけれど、困っている人のために空けてあげる優先席のよう

な場所であること 

･ 広い空間を遊び場にしたり、個室内に複数人で入り込んで長時間居座らな

いこと 

・ 中でしていることは、その人の大事なプライバシーです。のぞいたり、か

らかったりしないこと 

今後もインクルーシブ教育の視点を大切にしながら、誰もが安心して

過ごせる学校づくりに取り組んでまいります。ご家庭におかれまして

も、多目的トイレの趣旨につきましてお子様とお話しいただけます

と幸いです。 

ご不明な点がございましたら、学校までお問い合わせください。 
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保護者の方々へ  お 知 ら せ と お 願 い  

今日の学校運営状況は大きく変化しています。この変化に対応していくためには、今

まで以上に保護者の方のご理解とご協力が不可欠です。特に、下記のことがらについて

よろしくお願いします。 

◆欠席連絡や配付プリント等については、積極的に tetoru を活用していきます。昨今

の事件等を踏まえ、確実な欠席連絡をお願いします。また、tetoru からの情報量が

過多になる場合もありますが、ご理解ください。 

◆児童の SNS にかかわる問題が少なくありません。学校と家庭でともに指導していき

ましょう。家庭での SNS にかかわるルールを作りましょう。 

◆肖像権を含めた個人情報の取扱には十分注意をしております。事前調査を実施してお

りますが、その取り扱いに変更があればご連絡ください。 

◆学校行事等での保護者の方の撮影については、本校においでは、撮影することで授業

等の妨げになったり、個人情報の問題や児童同士または保護者同士のトラブルやその

他問題等が起きたりした際は、保護者の方の撮影をご遠慮いただく等の対応をとるこ

とをご理解していただいた上で学校行事等の保護者の方の撮影を許可しております。 

◆宿題・週末課題は、積極的に出されます。各家庭でも子どもたちへの声かけをお願い

します。学校では家庭学習を推進しています。まずは、家庭学習の習慣化・定着化を

図ります。本年度の後期から AI 型ドリルアプリの活用予定です。詳細は、後日お知

らせします。 

◆教職員の勤務時間(8:30～17:00)、休憩時間(45 分)について働き方改革推進にご理

解ください。 

◆本校の留守番電話は平日(17:00～翌日 8:00)、土日祝日(終日)です。お仕事等の関

係で連絡が難しい場合もあろうかと思いますが、ご理解ご協力のほどお願いします。 

◆正門付近での乗り降りは、登下校中の子どもたちの安全や交通の渋滞等にもなります

ので、ご遠慮ください。 

◆8:30 ごろに正門横の通用門の扉は、施錠は致しませんが学校の安全管理のため閉じ

ます。 

◆学校では、児童虐待に関する安全確認として、傷・あざの確認、発育状況の確認、心

理面の状況確認、出席状況、ネグレクトの状況等についての視点をもって、積極的に

声かけすることもあります。その際、日常的な観察から、何か不自然と感じることが

あれば、児童相談所(子ども総合センター)へ通告しなくてはなりません。これは、要

保護児童を発見した者は児童相談所に通告しなければならない<児童福祉法第 25 条

>によるものです。たとえそれが疑い程度であったとしても通告義務があります<児

童虐待防止法第 6 条 1 項>。学校から子ども総合センターに通告する、またはした場

合は、保護者の方にも連絡をいたします。 


